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新たな交通システム導入に係る実証運行検討支援業務委託 

提案依頼用仕様書 

１ 業務委託名 

  新たな交通システム導入に係る実証運行検討支援業務委託 

２ 一般事項 

本業務の施行にあたっては、本仕様書及び兵庫県土木設計業務等委託必携（令和５年１０月改訂）

（以下「委託必携」という。）によるもののほか、次の特記事項によるものとする。なお、必要に

応じて委託者が定めた芦屋市都市政策部都市戦略室都市政策課職員（以下「調査職員」という。）

の指示によるものとする。 

なお、委託必携の設計業務等共通仕様書第 1102 条 用語の定義３～６については次のとおりと

する。 

(1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は受託者の管理技術者に

対する指示、承諾、回答又は協議等の職務を行う者で、第 1106 条第 1項の規定に基づき、委託

者から受託者へ通知した者をいう。 

  調査職員の権限は、契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて調

査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、下記に示す内容によるものとす

る。 

ア 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の管理技術者に対する業務

に関する指示 

イ 契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申し出又は質問に対する承諾また

は回答 

ウ 契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議 

エ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調

査 

(2) 「検査員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第９条の

規定に基づき、検査を行う者をいう。 

(3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、第 1107 条第 1

項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 

  受託者が管理技術者に委任できる権限は次のとおりとする。 

ア 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは契約書第４条の規定

により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適

当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべ

きことを請求することができる。 

イ 受託者は、アによる請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果請

求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。 

ウ 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対

して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 
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エ 委託者は、ウによる請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を

請求を受けた日から１０日以内に受託者に通知しなければならない。 

(4) 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、受託者が定めたものを

いう。 

３ 業務の目的  

芦屋市では、総合交通戦略（平成３０年３月策定、令和５年３月中間見直し）において「良好な

住宅としての魅力を高める、安全・安心で快適に移動できるまちづくり」を将来像に定めている。

その将来像を実現するための具体的な展開のひとつとして、既存の公共交通等を補完する施策の研

究を進めている。 

本業務では、既存の公共交通網から離れている地域（以下、「公共交通空白地」という。）を含む

山手地域を対象とし、交通を地域の暮らしと一体として捉え、令和６年度にデマンド交通等の実証

運行を開始できるよう調査・検討を行い、実施計画の策定を支援することを目的とする。 

４ 履行期間  

契約締結日から令和７年３月２５日まで 

５ 業務内容 

(1) 計画準備 

  業務目的を踏まえ、業務に必要な資料を収集するとともに、業務計画の立案を行う。 

(2) 現況の整理、事業の方向性について 

① 移動実態の把握 

すでに実施済みの「交通に関するアンケート調査（令和４年１２月）」に加え、山手地域の

公共交通空白地周辺の市民を対象にアンケート調査を実施し、日常の移動実態や市内を運行す

る路線バスの利用実態や利用特性を把握し、基礎資料として活用する。なお調査の詳細は、下

記表のとおりとする。 

調査対象者 山手地域【山手町・山芦屋町・東山町・東芦屋町・西山町・三条町】に在住

するすべての世帯（※１） 

（世帯のうち、日常的に移動をしているすべての人を調査対象とする。） 

調査方法 郵送により配布し（※２）、郵送またはＷＥＢにて回収（※３） 

調査期間 ２週間程度 

その他 調査期間内にお礼状兼督促状（はがき）を対象者全員に１回送付（※２） 

アンケート調

査の委託範囲 

項目 受託者 芦屋市 

アンケート項目の作成 ○ ○ 

アンケート用紙の印刷 ○  

宛名シール作成（アンケート、お礼状兼督促状）  ○ 

封筒作成（宛名シール貼付を含む） ○  

お礼状兼督促状の作成及び印刷（宛名シール貼付を

含む） 
○  
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アンケート及びお礼状及び督促状の保管・発送  ○ 

郵便料金（アンケート（発信・返信）、お礼状兼督

促状）（※４） 
○  

アンケート結果の集計・分析等 ○  

（※１）配布数は、約５，５００世帯を想定している。 

（※２）配布については郵送を想定しているが、全戸配布等、その他の配布方法の提案も可能

とする。 

（※３）ＷＥＢページは市にて作成するが、必要に応じて支援すること。 

（※４）郵便料金は令和６年３月時点の料金で算出しており、今後料金改定等があれば、契約

金額の変更の対象とする。 

② 公共交通を取り巻く環境の整理 

総合交通戦略、総合計画及び都市計画マスタープラン等の上位・関連計画との整合やまちづ

くりの観点も含めて、本市における公共交通の位置付けを整理する。また、対象地における立

地特性（地形・地理的条件）や既存の公共交通の運行状況・利用状況・事業環境等のデータを

収集・整理し、交通を中心とした地域課題を把握する。 

 ③ 新たな交通システムの導入に向けた事業の方向性について 

上記①②の結果等を踏まえ、本市における公共交通の基本的な方針や目指すべき将来像を設

定し、対象地への新たな交通システムの導入に向けて、市内全域の公共交通の水準を考慮し、

交通以外の分野との垣根を超えた連携も視野に、事業の方向性を定める。 

(3) 新たな交通システムの実証運行に係る実施計画の策定支援 

① 新たな交通システムの導入に係る具体の検討 

(2)で定めた事業の方向性を基に、本市における新たな交通システムの実証運行に向けた検

討を行う。検討にあたっては、交通事業者や交通管理者などの関係機関との協議・調整、住民

意見交換及び関係機関協議会等における議論や意見を踏まえ、地域の多様な関係者との連携に

より、行うものとする。 

なお検討項目は、交通システム、運行区域、運行ルート、運行概要、運行方法、実施期間、

収支予測と市の負担、事業の効果・評価等を想定しており、令和６年度に実証運行が開始でき

る内容とすること。 

② 住民意見交換会の実施 

新たな交通システムの導入にあたり、対象地域の住民への説明および意見徴収を行う意見交

換会の開催支援を行う。住民意見交換会の開催支援は、必要資料の作成、記録等の運営支援を

行うものとし、３回程度の開催を予定する。 

  ③ 関係機関との協議 

交通事業者及び交通管理者等の関係機関との協議を行い、それぞれの機関が共通した認識の

もと新たな交通システムの導入が進められるよう、十分な調整を行う。関係機関との協議は４

回程度を予定する。 

④ 新たな交通システムの実証運行に係る実施計画の策定 

①～③の検討・協議等を踏まえ、新たな交通システムの実証運行に係る実施計画を策定する。

策定にあたっては、計画が事業の方向性を満足し、効率的で継続性があり、効果検証のできる
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ものとなるよう、また、他都市での先行事例を参考にしながら、整理し取りまとめることとす

る。 

(4) 実証運行の実施に係る支援 

令和６年度に予定する実証運行の実施にあたり、運行システムの導入や運行主体の選定に向け

た支援を行う。なおシステム事業者や運行事業者の公募・選定は、別途市にて実施する。 

また、実証運行の実施に際し、運行開始の周知のためのチラシやポスター類及び利用ガイドブ

ックなどの広報ツールを作成し、住民説明会の開催を支援する。 

(5) 会議の運営支援 

本業務期間内に３回程度開催予定の関係機関協議会における運営補助として、協議会提示資料

及び説明資料等の作成、協議会当日の補助、及び議事録の作成等を行う。ただし、会議の運営に

係る費用（会場費、委員への謝礼等の支払いを含む）は業務に含まないものとする。 

 (6) 打合せ協議 

業務の進捗に合わせて適宜打合せ協議を行う。なお、着手時・中間時・納品時の計３回程度を

予定する。 

 (7) 報告書の作成 

本業務の成果を取りまとめた報告書を作成する。 

６ 成果品 

  本業務の成果品は次のとおりとする。 

 (1) 成果品（製本・A4版）  １部 

 (2) 電子データ（DVD-R 等）  １部 

 (3) 実証運行の実施に際し、運行開始の周知のためのチラシやポスター類及び利用ガイドブックな

どの広報ツール   一式 

 (4) その他、委託者が指示するもの 一式 

７ 支払方法 

  業務完了後、適法な請求書を受領した日から３０日以内に支払うものとする。 

８ 機密保護・個人情報保護 

(1) 本業務の遂行上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。本項については、契約期間の終了

または解除後も同様とする。また、成果物（受託業務の過程で得られた記録等を含む）を本市の

許可なく第三者に閲覧、複写、貸与してはならない。 

(2) 本業務の遂行のために本市が提供した資料、データ等は本業務以外の目的で使用しないこと。

また、これらの資料、データ等は委託終了までに本市に返却すること。 

(3) 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分に認識

し個人の権利・利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。 

(4) 本業務の従業者に対して個人情報保護の教育訓練を実施すること。 

(5) 本契約は、個人情報を取り扱う業務であるため個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）、関係法令等のほか、別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければ
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ならない。 

９ 再委託 

再委託は原則禁止とする。再委託する必要がある場合は、事前に再委託範囲及び内容並びに再委

託先に関する情報を本市に提示し承認を得ること。 

また、再委託範囲は、受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託において問題が生じた場合は受

託者の責任において解決すること。 

10 個人情報の取扱いの委託に関する検査 

(1) 委託者は、本委託業務に係る個人情報が適切に取り扱われているかどうか検証及び確認するた

め、作業の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況その他本委託契約の規定に基づく必

要な措置の状況について、実地検査又は書面検査により確認する。検査実施方法については別

途委託者から通知するものとする。 

(2) 個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合には、受託者を通じて又は委託者自らが再委託

先に対して、上記（１）の検査を行うものとする。なお、委託者が受託者を通じて検査を行う

こととしたときは、受託者は検査結果について委託者に報告するものとする。個人情報の取扱

いに係る業務について、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 

11 法令等の遵守 

受託者は、次に掲げる法令等を遵守することについて誓約書を提出し、誠実に、業務の履行にあ

たるものとする。 

(1) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等労働関係諸法令 

(2) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

(3) 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 

(4) 芦屋市契約規則（昭和６２年芦屋市規則第６号） 

(5) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

(6) 芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号）及び芦屋市契約等に係る事務からの

暴力団等の排除措置に関する要綱 

(7) 芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

(8) その他業務の履行に必要とされる関係諸法令 

12 その他 

本提案依頼用仕様書に記載のない事項については、委託者・受託者が双方協議の上、決定する。 

以 上 


